
裁 決 書
審査請求人
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■■■■同代理人
I■■■■■■■■■■■■

圭雷蕊鷺豊ヱー琵誕｣,堂k,豆｡)から平成25年１月31日付けで提起された繭福祉事務所長(以下｢処分庁」という。）が平成２４年１２月２８日付
けで行った生活保護法(昭和２５年法律第１４４号６以下「法」という。）第２４条
第１項の規定による保護の申請却下処分(以下「本件処分」という。）に関する審査
請求について、次のとおり裁決する。

文王
本件処分は、これを取り消す。

理 由
１請求人の主張
請求人の請求の趣旨は、本件処分の取消しを求めるもので、その理由は、次の

点にあると解される。
(1)請求人は､平成24年８月20日及び平成24年９月27日{
（以下■氏」という。）を世帯員として保護の申請をしたが､これは､処
分庁から共同申請を行うよう指導があったからである。請求人舞との同
居については､仕事上の都合によるもので､請求人と■氏は､元々 事実上の
夫婦の関係及び実態もなく、生計は別である６(詮壷f霞壷鴬隠毒宇些厚呼震鍾瑠上しており､請求入は､■
■■氏から今後は援助できないと言われ､また､再宅から退去ずるよう何度
篭誉媒鰹篁ｮ苧琴榊確隼言=堂宇で雨という桑開き画罠毫露健て震癖壁'》勇垂型”』請湿を呑廼ぞ§奉憲鮭した場合､路頭に迷うことになるのでやむを得ず画氏宅に置いているに過ぎ
ない。
(3)請求人は■氏宅からの転居先を探し､実際に転居先の目星はつけている。
ただ、敷金、礼金等の費用が捻出できないため転居できていないに過ぎない。
(4)これらの事情を勘案すると､請求人は､■■氏宅から転居して単身で生活す
ることを決意し、本件申請に及んだものであるので､請求人僻とは､別
世帯というべきである。

(5)以上より、請求人の単身での生活実態が不明瞭として本件申請を却下した本
件処分には疑念があり、不当といわざるを得ない。
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２処分庁の弁明
処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するよう求めるもので、その理由

を次のように述べている。耐隷人と■■氏とは､平成18年６月頃から咋童始め丑唾24奎§早竺０自泌弱̅房師保護の申請時における各申請書に､ロ“壷奉杢,？
幽堂美き腕､三薪窺調査ﾛ莚蟄迩､董孝杢俊■氏壷と認めておりく■■氏も自身が請求人種であると認めている。
(2)請求人は､本件申請後{■氏の好意で同居していると述べており､食事も
分けてもらうこともあり、病院への送迎も行ってもらっており、本件申請以前’と変わらず1■■氏の自宅に居住し、生計を一にしているものであると認められ
る。
（３）請求人は､転居の必要性を訴え、その転居費用の捻出が困難であることを主
張しているが、請求人は、具体的な賃貸アパート等の物件を探しておらず､■
温氏から早期に転居することを求められていないと述べている。このように、
請求人には、真蟄な転居意思及び転居の必要性についての緊迫性は見当たらな

‘ い ◎

(4)-また、法第10条本文において「世帯を単位としてその要否及び程度を定め
るものとする｣と、生活保護法による保護の実施要領について（昭和
３６年４月１日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次、官通知」というb)において「同一の住居に居住し、生計を一にしている者

は、原則として､同一世帯員として認定することｊと規定されている。
（５）これらを踏まえれば､請求人及び■■氏について､同一生計及び同一居住の
実態が認められるため、請求人だ城を別世帯とする本件申請は認められない。

騨魑

３審査庁の判断
( i ) 認定事実
・審査庁において調査したところ、次の事実が認められる。

ア請求人及び■■氏は､平成１８年６月頃から同居するようになった。
イ平成２４年８月２０日､請求人ば■■氏を世帯員として保護の申請を行っ
たが､■■氏名義の資産(預貯金及び生命保険解約返戻金)があったため､処
分庁は､当該申請を却下した｡
ウ平成２４年９月２７日､請求人は､■■氏を世帯員として保護の申請を行っ
たが､■■氏名義の資産(生命保険解約返戻金)があったため､･処分庁は､当
該申請を却下した。
エ平成２４年１１月９日､請求人は､請求人単身世帯として本件申請を行った。
オ平成２４年１１月１９日、処分庁の担当者は、請求人と面接し、請求人が転
居先を探している状況を確認した。
力平成２４年１２月１７日、処分庁の担当者は、請求人と面接し、次の内容を
確認した。
（ア）転居先を探す取組について､不動産業者の前の張り紙を１回見ただけで
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業者と話をしていないこと。
（イ）食事については、実家から米や野菜の援助を受けるとともに、コンビニ

で惣菜等を購入していること。
キ平成２４年１２月２５日、処分庁の担当者は、請求人と面接し、次の内容を
確認した。
（ア）転居先として不動産を２件当たったが､どちらも住宅扶助限度額以内で
なかったこと。．…(ｲ)■■氏宅から退去を求められているが急かされていないこと及画
氏の好意で居住させてもらっていること。

（ｳ）食費のために実家から酢程度を数回借りたこと｡また､■■氏から
食事を分けてもらうこともあること。

（エノ■氏又嶬求人の母が病院への送迎を行っていること。(ｵ)癖が光熱水道費を負担していること。
ク平成２５年１２月２８日、処分庁は､「単身での生活実態が不明瞭のため」
ということを理由として､本件処分を行った。
ケ,蚤礎雰4星空且審査庁に拠て､反論書ととも'祖氏から嘆願書が提出された｡この嘆願書には､■氏と請求人と1個という関係ではない
こと及び請求人に早急に立ち退いて欲しいことについて記載があった。

( 2 ) 判 断

杢堂壹雫毒|こ季いて夢壷室/(檸身世帯として本件申請を行ったところ、響今庁は､､壼埜画氏菫杢同一世帯であると認定し､奉拝感差存こそ戻るため、世帯認定について検討する。ア法第10条において､｢保護は､世帯を単位としてその要否及び=度を定め
るものとする。但し、これによりがたいときは、個人ぎ単位として定めること
ができる｡」と規定され､保護の要否及び程度を判断する場合の単位として世
帯が原則とされている｡このように､怯による保護が世帯を単位として行われ
るのは、経済生活は、通常世帯を単位として営まれており、保護を必要とする
生活困窮という事態は､世帯員のある特定の個人について現れるものではな
く、世帯全体に同じ程度において現れることによるものである。
なお、法に規定する世帯とは、主に生計の同一性に着目して、社会生活上､

現に家計を共同にして消費生活を営んでいると認められる１つの単位を指し
ていると解されている。

イまた、次官通知において、「同一の住居に居住し、生計を-にしている者は、
原則として、同一世帯員として認定することｊと規定されている。これば、生
、計をーにしているか否かの認定が主として事実認定の問題であるこ'とから､同
一居住という比較的事実認定が容易な目安を併せて用いることとされている
ものである。他に重要なものとしては、居住者相互の関係（親族関係の有無、
濃密性等）があるが、判定が困難なケースについては、更に消費物資又はサー
ビスの共同購入又は消費の共同､家事労働の分担、戸籍又は住民基本台帳の記
載事実等の事実関係の正確な把握に基づき､個々の事例に即して世帯認定を行．
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うこととなる。
ウこれらを踏まえて本件について検討すると、3(1 )キ (エ)のとおり、請求人
は､■■■氏から病院の送迎を受けているが､3(1)(/f)及びキ(ｳ)のとおり、
請求人の生計は､基本的に請求人の実家からの米や野菜の現物の援助及び借入
で賄われており■■氏の収入が請求人の生計源になっていないことが確認で
きる。また､請求人は、３(1)キ(ｲ)のとおり､■■氏宅から退去するよう求
あられており､請求人としても３(1)ｵ､力(ｱ)及びｷ(ｱ)些おり転居先を蕊モル､ろとと雛認できる｡さらに､３(1)ｹのとお仏画琴l主_請求入室らいて否定区いる9二率發ら霞砦霊毒入口氏主壹本件申請以前においはこれに準じた関係にあったとしても､本件
申請時においては、当該関係が消滅しており、社会生活上、生計を一にして消
費生活を営んでいるとは認めがたいため､別世帯であると認定することが相当≦:霊離郷鵜繊霧訓壼鰯鴬悪■
５隻湶臆磨壼であるか組氏が負担するの{ま当簔墾毛誕そ堂そも■
■氏は請求人に転居を求めているのであるから､本件の場合､請求人及■--＝氏が生計を＝にするという直接の根拠にはならない｡---．--…“-…一--

オしたがって、本件処分は、請求人の本件申請後の生計を誤認しており、それ

一 一 ● 一 一 一

に基づく本件処分は取消しを免れない。

以上、請求人の本件審査請求は、理由がある。
よって、行政不服審査法(昭和３７年法律第１６０号)第４０条第３項の規定によ
り主文のとおり裁決する。

平成２５年１０月２１日"
．ｊ､.．-、

蕊：〃
熊本県知事蒲島郁稔
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この裁決に不服があるときは､この裁決の通知を受けた日の翌日から起算して30
日以内に、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。ただし、裁決の
通知を受けた日の翌日から起算して３０日以内であっても､裁決があった日の翌日か
ら起算して，年を経過すると再審査請求をすることができなくなります。
裳三三幟調訊､ては､この裁決の通翠を剥走旦空睾日』､ら起亭墜"a
以内にこの裁決の前提となる本件処分をした処分庁の所属す伯を被告として
一鞁告の代表者となります｡)本件処分の取消しの訴えを､熊本県を被告
として（熊本県知事が被告の代表者となります。）この裁決の取消しの訴えを提起す
ることができます。ただし、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内で
あって.も､裁決があった日の翌日から起算して’年を経過すると本件処分及び裁決の
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取消しの訴えを提起することができなくなります。 』
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